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令和５年度第５回島根県総合教育審議会 

                       日時：令和６年３月１８日（月） 

                          １４：００～１６：００ 

                       場所：サンラポーむらくも 瑞雲の間 

 

○会長 

 そうしましたら、議題の１番というとこで、しまね教育魅力化ビジョンの概要と主な施

策の成果等、これまでの復習ということになりますが、そういったことをお話をいただい

て今後を見通した島根県の教育の在り方ということについて、お考えをいただく時間にし

たいというふうに思っております。 

 それでは、資料の１、２、３ということになると思いますが、事務局のほうから御説明

をお願いいたします。 

○事務局 

 資料１、しまね教育魅力化ビジョン、概要版というパンフレットを御覧いただきたいと

思います。開いていただきまして、このしまね教育魅力化ビジョンは、教育基本法に基づ

いて教育の振興の基本的な計画として定めたものであります。令和２年３月に総合教育審

議会の答申をいただきまして、これに基づいて策定したものであります。その概要につい

て説明をいたします。 

 開いていただいた左側の中ほどに、基本理念というのがございます。ふるさと島根を学

びの原点に未来にはばたく心豊かな人づくりとしております。この基本理念というのは、

２段落目に記載があります。まず、家族に愛され、地域の人々から大切にされて育つこと、

そして豊かな自然、歴史・伝統、文化、産業などの地域の資産を直接経験することの中か

ら、周囲の人々や生まれ育った地域を好きだと感じ誇りに思う気持ちが育つこと。そして、

それが自分の存在への感じ方に反映された結果、自己肯定感が育つ。こういった考え方に

立っております。 

 ３段落目の後段のほうですが、こうしたふるさと島根の学びを自らの原点に持って、県

内にとどまって島根の未来を創る人や、どこにいても島根を想う人、あるいはどこに住ん

でいても地域の人々と関わりを持って、一緒に地域の発展を支えていくような、そのよう

なこころの豊かな人を育てたいという考えに基づいております。 

 右側の図を御覧いただきたいと思います。この図は教育魅力化ビジョンの全体構成を示
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した図になっております。図の左のほうに、先ほど説明した基本理念がありまして、この

基本理念の下に、育成したい人間像、育成したい力を示しております。 

 現在の学習指導要領では、ここには書いておりませんが、育成を目指す資質・能力につ

いて、３つの柱で整理されています。１つは知識・技能の習得、それからもう一つは思考

力・判断力・表現力の育成、そして３つ目が学びに向かう力・人間性等の涵養、こういっ

た３つの柱が示されております。 

 この県の魅力化ビジョンにおいては、この３つの柱を島根の子どもたちに育成したい力

と関連づけまして、このパンフレットでいきますと、この真ん中の縦の列です。先ほどの

１つ目の知識・技能というのは、赤字の学びの支えを築くと関連づけ、それから２つ目の

思考力・判断力・表現力というのは、青字の深め広げ豊かにすると関連づけ、それから３

つ目の学びに向かう力・人間性というのは、緑字の人生や社会に生かす、これと関連づけ

ております。これらを育成したい人間像である、学力を育む・社会力を育む・人間力を育

むごとに示しておるところです。そして、それらを実現させるために、右側の教育環境の

充実として、黒い四角の印で４つ柱を立てております。 

 それからその下に、四角囲みで基盤となる教育環境の整備・充実、これら合計２７の施

策を掲げておるところです。図の下のほうは地域社会とあります。教育を通じて目指す地

域社会の姿を表現しております。 

 資料２を御覧ください。この資料は、前回のビジョンと現在の現行ビジョンとを比較し

た参考資料でございます。左側が前回、右側が現在のビジョンです。 

 左側の朱書きの太字です。向かっていく学力とか広がっていく社会力、高まっていく人

間力、こういった柱については現行の計画でも基本的に同様としておりますが、朱書きの

細字の部分ですね、これらは、現行ビジョンの策定の際に新たな視点や施策、新しい表現

として盛り組んだものでございます。 

 これが、現在の教育魅力化ビジョンの全体像でありまして、続きまして、資料３、Ａ３

横でございます。主な成果、課題について触れたいと思います。資料が多うございますの

で、かいつまんで説明をいたします。 

 まず、左側の柱、これが４本と、それから基盤の５本、５ページに分けております。そ

れごとに施策、実績、成果、課題というふうに並べておりますので、そちらを触れたいと

思います。 

 まず、１つ目、基礎学力の育成。右側の実績欄のポツ１つ目、しまねの学力育成プロジ
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ェクトによりまして、小・中学校において、学力育成が図られるように取り組む市町村、

具体的には、松江、出雲、大田、安来、雲南でございますが、この５市を支援し、その取

組の横展開を図っていく。２つ目、各教科等の指導のポイントを校種別、小中高ですが、

これごとに記載した教科等の指導の重点、あるいは授業チェックリスト、こういったもの

を作成し配付しております。こういった取組によりまして、右側、成果欄、ポツ１つ目、

授業において、児童生徒自らが学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話合い、

まとめ、表現するなどの学習活動を取り入れたという割合が上がる。これは全国学力調査

での学校側の回答でございますが、これが、割合が上がるなど探究の過程を意識した授業

が実践されておりまして、授業改善とともに資質・能力の育成が図られているというふう

に考えております。 

 課題欄に移りまして、ポツ２つ目、小・中学生の家庭学習の時間、平均１日１時間以上

の児童生徒の割合が下がっているということ。それからポツ３つ目、学力調査の結果から、

児童生徒の基礎的な知識・技能の定着や活用力が身についていない可能性があるという課

題が残っております。 

 それから、（３）幼児教育の推進でございます。これは、成果欄に移りまして、ポツ１

つ目、幼児教育アドバイザーを配置するなど、幼児教育の推進のための体制整備を行う市

町村が増えたという状況がありますが、一方で、課題欄、幼児教育及び幼小連携・接続の

推進体制がまだ整っていない市町村があるという課題が残っております。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページ目の２つ目の柱、（６）インクルーシブ教

育システムの推進です。ポツ１つ目、特別な支援が必要な児童生徒のために非常勤講師を

配置したり、それからポツ２つ目、県立高校において、全ての学校で通級による指導を受

ける体制を整備した。こういったことによりまして、成果欄のポツ１つ目、中段ですが、

障害に応じた支援が実施できたと考えております。加えまして、ポツ２つ目、県立高校で

は、後段のほうですが、通級指導を希望する生徒全員が障害に応じた指導支援を受けるこ

とができたというふうに考えております。一方で、課題欄ですが、小・中学校の通常の学

級で学ぶ学習障害のある児童生徒や、高等学校において特別な支援が必要な生徒、ここへ

の支援がまだ十分でないという課題が残っております。（９）課題を抱える子どもへの支

援の実績欄、ポツ１つ目、スクールカウンセラーの県内全ての公立学校への配置、それか

らスクールソーシャルワーカーの県立学校への配置、それから中核市である松江市を除く

１８市町村への委託による派遣、加えて教育センターへの来所相談、こういった教育体制
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の充実によりまして、成果欄のポツ１つ目、学校内外の機関で相談・指導を受けていない

不登校児童生徒の割合は、全国平均を下回っているという状況でございます。 

 課題欄のポツ２つ目に移りまして、学校内外の機関で相談を受けていない不登校児童生

徒の割合は、全国平均を下回っているものの一定程度は存在するという状況。それからポ

ツ３つ目の後段です。個々のニーズに応じた多様な支援が必要とされている状況でござい

ます。 

 おめくりいただきまして、３つ目の柱、１２番、地域協働体制の構築です。実績欄のポ

ツ１つ目、学校と地域が一体となって子どもたちを育む協働体制、高校魅力化コンソーシ

アム、これが全ての県立高校に構築されました。 

 それから３つ目、令和３年度から高大連携推進員を大学の所在する松江、出雲、浜田に

配置いたしました。５年度からは島根大学の理系学部との連携強化のために増員をしてお

ります。これによりまして、成果欄のポツ２つ目、県内大学と連携した取組が各学校で増

えました。それによって、中段ですが、県内大学に対する生徒の理解が深まったことで、

県内大学への進路の選択肢が広がってきておるというふうに考えております。 

 課題欄に移りまして、ポツ２つ目、コーディネーターの配置がなく地域とのつながりづ

くりが教員の負担となっている学校がある。それから、コーディネーターを配置している

学校の中においても、業務が増加しているなど運営上の課題が残っております。 

 それから１３番、ふるさと教育や地域課題解決型学習についてです。実績欄、ポツ１つ

目、県内全ての小・中学校における、地域の教育資源を活用したふるさと教育を実施いた

しております。ポツ２つ目、県立高校の探究学習を推進するために、令和２年度から、全

ての高校に探究学習推進担当者を置いております。こういった取組の成果といたしまして、

ポツ１つ目、小・中学校では、ふるさと教育の実施により、地域や社会をよりよくするた

めに何をすべきかを考えることがある生徒の割合が増えております。こういったことなど

から、子どもたちに地域への愛着や誇り、貢献意欲が身についているというふうに考えて

おります。 

 それからポツ２つ目、高校では、中段ですが、特色を生かした探究学習が展開され、探

究への意識が高まっているというふうに考えております。 

 課題点に移りまして、ポツ１つ目、ふるさと教育の全体計画や年間計画において、小・

中学校９年間の系統性を踏まえた活動の重複がないか、あるいは体験活動のみで完結して

いないかなどを、ふるさと教育の活動内容の確認を改めてする必要があるというふうに考
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えております。県立高校では、探究学習の取組を、教科・科目での学びにつなげたり、取

組の成果を生徒の進路実現につなげる動きがまだ十分でないということでございます。 

 おめくりいただきまして、４つ目の柱、１７番、社会教育における学びの充実の実績欄

のポツ１つ目、高等教育機関、島根大学や県立大学と連携いたしまして、社会教育主事に

関する講習の定員を増やすなど受講機会の拡充を図っております。これによりまして、ポ

ツ１つ目、令和２年度に４７名、令和３年度に７３名、令和４年度に６６名、計１８６名

の社会教育士が養成されました。 

 一方で、課題欄のポツ１つ目、社会教育士の活動内容や成果の情報発信が十分でなく、

地域住民から社会教育士の専門性が理解されていないという課題がございます。 

 １８番、家庭教育支援の推進です。ポツ１つ目、親としての役割や子どもとの関わり方

を学ぶための親学プログラム、これを活用した研修会ですとか、親学ファシリテーターの

養成に取り組む市町村の研修を支援してまいりました。 

 成果欄のポツ１つ目、親学プログラムを活用した研修は、令和４年度、７５回、１，３

９９人が参加するなど、保護者の学びの場を継続的に確保しておるというところですが、

課題点としましては、これらの研修会の実施状況が市町村によってばらつきがあるという

ことでございます。 

 最後の柱でございます基盤となる教育環境の整備・充実というところで、２２番、学び

を支える指導体制の充実、実績欄です。平成３１年３月策定の教職員働き方改革プランに

基づいて、令和元年度から３年度を重点期間と位置づけて、県教育委員会、市町村教育委

員会、各学校で取組を進めております。これによりまして、後段ですが、教職員の時間外

勤務はプラン策定前に比べ、約４割減少しております。 

 課題点としましては、まだ、プランの数値目標である時間外勤務時間ですとか、年次有

給休暇、ライフ・ワーク・バランスの意識、これらが未達成となっております。 

 それから２５番、学校施設の安全確保の推進で、これは成果欄ですが、ポツ１つ目、学

校の耐震化は、県立学校が令和２年度までに全ての要対策箇所の整備を完了、市町村立学

校では、５年４月１日時点において、一部を除いて整備が完了しております。ポツ２つ目、

学校トイレの洋式化は、県立学校では、ほぼ全ての学校で整備率６０％という目標を達成

しております。市町村立学校では、それぞれの整備方針に基づいて進んでおるという状況

です。エアコンにつきましては、県立、市町村立とも普通教室への配置が完了したという

状況でございます。これが資料３全体の説明でございます。 
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○会長 

 ありがとうございました。大分の資料を手際よく御説明いただいたと思います。 

 この後の資料は、この県の、この数年間の様々な教育の状況がどうなってきたかという、

子どもの人数とかを中心としたバックデータが出てきたりとか、あるいは国のほうで、ど

ういった施策が今後進められそうかという話で、僕らの基礎知識に当たるようなとこにな

ると思うんですけども、ついでですので、そこまで説明いただいて、そこから議論に入っ

たほうがいいと思うので、残りの資料もざっと御説明いただけますか。 

○事務局 

 それでは、資料５に移りまして、島根県の教育における令和６年度の主な取組について

御説明をいたします。ここに取り上げている７つの取組というのは、今後、県として、さ

らに力を入れて取り組む必要があると考えているものでございます。説明させていただき

ます。 

 まず、１ページ目、幼小連携・接続でございます。（１）の②島根県の状況です。ポツ

３つ目、令和５年４月に県教育委員会に幼児教育推進室を設置するとともに、幼小連携・

接続アドバイザーを配置いたしまして、さらなる体制強化を実施したところであります。 

 ポツ５つ目、一方で、幼小連携の具体的な取組が各市町村において十分に実施されるま

でには至っておりません。 

 令和６年度の取組です。ポツ１つ目、幼小連携・接続アドバイザーを中心に市町村の研

修支援など、全県の円滑な幼小連携・接続を推進してまいりたいと思っております。ポツ

２つ目、新たに幼児教育コーディネーターを教育委員会の本庁に配置いたしまして、幼児

教育の市町村支援に取り組んでまいりたいと考えております。 

 ２ページ目、基礎学力の育成でございます。（１）背景のポツ１つ目、近年の全国及び

県の学力調査の分析から、算数、数学のように内容に系統性のある教科は、下の学年で習

ったところまで遡って指導が必要であるということが明らかになっております。ポツ２つ

目の後段、特に小学校低学年段階において、どこで子どもがつまずくのか、それはなぜな

のかを知って学習支援を行う必要があると考えております。 

 （２）の６年度の取組、①です。ポツ１つ目、１９市町村から抽出した小学校において、

低学年を対象に学習のつまずきを把握する調査を実施いたします。これに、実施をいたし

まして、ポツ３つ目、分析した調査結果を提供、分析いたしまして、授業改善の取組が推

進されるよう支援してまいりたいと思っております。 



－7－ 

 それから②つ目、ポツ１つ、市町村と県の教育長が一緒になって市町村立学校を訪問し、

学校の校長先生や教頭先生などの管理職との意見交換を実施していきます。ポツ２つ目、

市町村と県の教育長の一対一の意見交換、それから個々の課題の対応策の横展開を図るた

めの県・市町村教育長会議、これを複数回開催してまいります。これまでは年１回の開催

でありましたが、これを増やしてまいりたいと思っております。小・中学校の訪問をした、

得られた、いろんな知見も含めて、ここで横展開を図りたいと思っております。③学習習

慣の定着を図る放課後児童クラブに対しまして、学習の見守りを行う人材の情報提供をす

るなどして、健康福祉部と連携して学習習慣の定着に取り組んでまいりたいと思います。 

 ３ページ目、ＩＣＴを活用した教育の推進です。（２）令和６年度の取組、①教員のＩ

ＣＴ活用スキルの向上、授業における効果的な活用のため、教育支援センターにおける研

修の充実など教員の指導力の向上を図ってまいります。それから②つ目、県内自治体の課

題や効果的な実践の情報を共有するために、島根県ＧＩＧＡスクール構想推進協議会を設

置し、実現を着実に進めていきたいと考えております。 

 それから４ページ、不登校児童生徒への支援です。②の島根県の状況、ポツ１つ目、令

和４年度の公立小学校・中学校の不登校児童生徒数は、７年連続で増加しておりまして、

１，０００人当たりの人数は全国平均を上回っております。ポツ２つ目、教育相談体制の

充実によって、学校内外の機関で相談・指導を受けていない不登校児童生徒の割合は２４．

９％と全国平均の３８．２％を下回っておりますが、２割以上の児童生徒がどこにもつな

がっていないという状況がまだあります。（２）の令和６年度の取組としまして、既存の

取組だけでは個々のニーズに応じた受皿が不足しているために、行政や学校だけでなく、

ＮＰＯやフリースクールなどとの連携が必要になってきておりますので、ポツ２つ目、中

段、新たに県と市町村教育委員会がフリースクールなどの民間団体と連絡協議会を設置し

て、連携を進めてまいりたいと思っております。 

 ５ページ、学校と福祉の連携です。背景としまして、ポツ１つ目、貧困やネグレクト、

ＤＶ、ヤングケアラーなど、子どもを取り巻く環境の複雑化・多様化によりまして、学校

のみでは対応し切れない現状が年々増加しております。令和６年度の取組としまして、ポ

ツ１つ目、子どもを取り巻く生活面での困難を、学校から福祉へとつなぐことで改善を図

る、こういったノウハウを検討する学校・福祉連携モデル事業の充実を図りまして、こう

いった成果を各学校へ周知してまいりたいと思っております。ポツ３つ目の、また教職員

を対象とした研修講座を新たに開設したり、課題の解決に向けた関係機関との情報共有な
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どを実施してまいりたいと思っております。 

 ６ページに移りまして、教員不足と働き方改革です。①の教員不足でございます。ポツ

１つ目、年度当初の教員の欠員状況は年々増加しておりまして、令和５年度の年度当初で

は３７人でした。ポツ２つ目、近年の大量退職や県単独事業を含めた手厚い教員配置など

によって、教員をたくさん確保する必要がある一方で、教員志望者の減少などによって、

十分に確保できていない状況です。ポツ３つ目、これまでも教員採用試験の抜本的な見直

しですとか、後段のほうで募集広報の強化など、あらゆる対策を並行して進めております

が、状況の改善には至っていない状況です。②つ目、教職員の働き方改革、これは先ほど

触れましたとおり、働き方改革プランで掲げる数値目標が、一番最後の後段のほうです、

未達成の状況でありまして、教育の質の向上や優秀な人材確保の観点からも働き方改革は

重要だというふうに考えております。 

 ６年度の取組としまして、①教員確保策としまして、アからキまでの７つの項目を一層

強化を進めてまいります。そして、②教職員の働き方改革ですが、聖域なき働き方改革に

よって、教員の時間外の削減と児童生徒に向き合う時間の確保を推進してまいります。特

にイのサポート人材の確保では、予算を拡充して対応していくこととしております。 

 最後に、部活動の地域移行でございます。（１）、ポツ１つ目、国は、ガイドラインを

策定いたしまして、部活動の段階的な地域連携及び地域移行を、地域の実情に応じて可能

な限り早期に実現を目指すというふうに示しております。ポツ２つ目、部活動の地域移行

につきましては、中山間地域・離島を多く抱える本県においては、国が目指すとおりに進

めていくことはなかなか難しいということで、ポツ３つ目、当面は、地域の多様な人材の

活用ですとか、合同部活動などの地域連携を進めていきまして、将来的に教員に代わって

専門的な指導ができる人材の育成が必要と考えております。 

 （２）の６年度の取組でございます。ポツ２つ目、教員に代わって専門的な指導ができ

る人材が不足しておりますので、新たな指導者を段階的に養成してまいりたいと思ってお

ります。最後のポツ、今後、県が策定する予定の新たな地域クラブ活動の在り方等に関す

る方針（仮称）、これについて検討委員会を立ち上げて検討を進めていきたいというふう

に考えております。 

 続きまして、資料の６でございます。資料の６と資料７を併せてごらんください。これ

は諮問文にも記載しておりますが、昨年の６月に国が第４期教育振興基本計画として策定

した資料でございます。教育基本法１７条１項に基づいて政府が策定する教育の振興に関
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する計画であります。教育基本法では、都道府県が計画を策定する際には、この計画を参

酌して、地域の実情に応じた計画を策定するように努力することとされております。 

 まず、国の新たな計画ですが、目指すべき社会や個人のありようを２つのコンセプトと

して示して、これを重要な概念としております。１つは、地域、持続可能な社会の創り手

の育成、もう一つは日本社会に根差したウェルビーイング、ウェルビーイングというのは、

身体的・精神的・社会的によい状態であることですが、これの向上、この２つを示してお

りまして、その下に５つの基本的な方針を掲げております。資料７を中心に触れていきた

いと思いますが、この基本的な５つの方針の下に１６の教育施策の目標が掲げられており

ます。これらは、独立したものではなくて、相互に関連し合っていることから、左側の第

３期計画のように、それぞれ基本的な方針の箱で区切られているわけではありません。 

 それから第３期計画では２１の教育施策の目標がありますが、第４期では１６になって

おります。これは再整備されたものでありまして、第３期の目標は第４期の目標のいずれ

かに継承されている形となっております。第４期計画で新たに示された教育施策の目標で

すとか、施策例、キーワードについては、朱書きで表現をしております。朱書きの部分を

かいつまんで取り上げますと、例えば３番、真ん中の教育施策の目標の３番です。これは

右端の新たな施策例としましては、運動部活動改革の推進、それから５番では、理工系分

野をはじめとした人材育成、それからアントレブレナーシップ、これは企業家精神の教育、

それから６番では、子どもの意見表明、これは子どもたちに関わるルールなどを制定する

ときとか見直しをするとき、こういった過程に子ども自身を関与させることであります。

それから７番のヤングケアラーの支援、それから１０番では、地域コミュニティーの基盤

を支える社会教育の推進という項目の中で、社会教育人材の養成・活躍機会の拡充が掲げ

られております。１１番では、教育ＤＸ、デジタル人材の育成という項目の中で、教師の

指導力向上が掲げられております。１４番では、ＮＰＯ・企業・地域団体等との連携・協

働の中で、フリースクールとの連携、あるいは部活動地域移行、福祉団体との連携が掲げ

られております。そして、最後の１６番は、各ステークホルダー、これは利害関係者のこ

とですが、との対話を通じた計画策定・フォローアップの項目の中で、子どもを含むステ

ークホルダーからの意見聴取・対話などが掲げられております。こういった新たな項目も

次期計画策定時に留意しておく要素がある一つというふうに考えております。 

○会長 

 ありがとうございました。島根県における、この４月からの主な取組についてまとめて
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いただいているレポートと、それから国のほうでの、次期の、次期といっても、もう始ま

っているんですかね、教育の施策の移行についてお話をいただいたというところがござい

ます。最後のところで、こういった国の施策も踏まえてというふうに言われたのは、やっ

ぱり、その国の施策には予算が伴っているから、その予算がつきますので、それはこちら

側の施策に引いてくることも必要なので、その入り口をきちんとつくっておくてことも一

つの役割だというふうにお考えいただければいいかなと思います。 

○事務局 

 資料８でございます。先ほど会長からも触れていただきましたように、国の、先ほど説

明した教育振興基本計画とともに、国の動きの一つに、このこども大綱の策定がございま

す。こども基本法第９条に基づいて、こども政策を総合的に推進するための政府が策定し

たものでございます。このこども大綱では、４ページを見ていただきまして、４ページの

中ほど、ライフステージ別の重要事項がございます。ここでは、乳幼児期、学童期・思春

期、青年期がございますが、教育委員会に関連しますのは、特に学童期・思春期でありま

す。この中では、例えば、質の高い公教育の再生ですとか、居場所づくり、それからいじ

め防止、不登校の子どもへの支援などが掲げられております。県の計画を策定するに当た

っては、こういった施策との整合性も意識しておく必要があると考えております。 

○会長 

 ありがとうございました。これ御覧いただくと、こども家庭庁となっておりますね。新

しくできたところから、これが出てきていると。ついこの同じ書類を数日前に見たなと思

って、どこだったかなと思うと、子ども子育ての委員会がありますね、子育て委員会とい

うね、子育て施策の委員会、これもまた再来年度に向かって、新しい施策を策定していて、

これも、これを踏まえるようにということになっているから、ある意味では、いろんなと

ころがかぶりながら、行くんだなというふうに思っているところでございます。 

 さて、ここからどうしましょうかと言われても、すごく困ると思うんだけど、今日のと

ころは、これまでの県の取組とかで皆さんのほうから、ここはどうなのという御質問があ

ったら、それをいただいて、御覧のように、たくさん事務局そろっていますので、どんな

細かい質問でも即座にお答えになると思いますので、お願いをしたいということと、それ

から次期に向かって、こういうところがやっぱりポイントなんじゃないのということにつ

いて、思いつかれるところがあったら、御発言をいただきたいと思っております。 

 後は、皆様の御発言なりで行きますので、よろしくお願いいたします。 
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 どこからでもと言われても困るので、一つの提案としては、資料の例えば３とか５とか

いうあたりから取りかかっていただくといいかなと思ったりもいたします。資料の３のと

ころは、先ほどからあるように、これまでの施策について、（１）から（27）という、ち

ょっと広範にわたるんですけれども、これページごとにジャンルをまとめてあるので、そ

の１ページについては、学ぶ意欲を高め、確かな学力を育むというところ、それから２枚

目につきましては、一人一人の個性や主体性・多様性を生かし伸ばすという観点からの６

番から１１番、そして、３枚目は地域や社会・世界に開かれた教育というところで、１２

番から２５番というふうに５枚に分けて、大きな施策のジャンルをまとめてございますの

で、この辺りから発言いただくとやりやすいかなとも思ったりもします。 

 構わなければ、１枚目から行かせていただいてよろしいですか。後からまた振り返って

も結構ですけど、しまね教育魅力化ビジョン、現在のビジョンの施策の主な成果や課題に

ついてまとめた資料３の１枚目ですね。これ、いわゆる学力に関するところなんですけれ

ども、この辺をざっと御覧いただいて、ここはどうなんでしょうみたいな御質問があった

ら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員 

 学力の、これまでの課題の改善に関して、ＩＣＴ活用というところを私は期待しており

まして、ＧＩＧＡスクールで１人１台端末ということが達成したら、それで、子どもたち

の宿題をしたりだとか、先生たちが、子どもたちの学力をデータを使って分析しやすくな

ると思うんですけれども、その辺りが肌感覚であまり進んでいないような気がしていまし

て、なので、ＩＣＴのとこと学力のところ２つ合わせてなんですけど、もうちょっと子ど

もたちがプレゼンテーションをするときに、ｉＰａｄを使ってだとか、そういう取組は見

られるんだけども、日々のこの、先ほどの算数だとか、遡って学習が必要だとかっていう

ような、何かどの辺りにつまずいているかというようなことは、その辺りの１人１台端末

という、あの取組と合わせると、割といいデータが集まるような気はするんですけど、デ

ータの扱いだとか、誰がどうやって分析をするかだとか、その辺りのことが進んでいるか

どうかっていうところを伺いたいです。 

○会長 

 ありがとうございました。ＩＣＴを活用した教育ということで、本県については、全国

データの中では少し取組が遅れていたり、学校の先生が使うということについて課題があ

ったりということは知られていますし、また、家庭学習の中でということについても、な
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かなか難しいところがあるということは、レポートの中でも言われているところですが、

この辺について少し見解をというお話でした。お願いしてよろしいでしょうか。 

○事務局 

 ＩＣＴと学力についてでありますけれども、ＩＣＴのほうは、児童生徒、そしてまた教

員のほうも、まだまだ活用については課題があるというふうに捉えております。特に児童

生徒につきましては、全国学力・学習状況調査であるとか、県学力調査、そういったとこ

ろで、まだまだ授業での活用、それから家庭学習といいましても、学校からの宿題ですと

か、あるいは児童生徒の自主的な学習、こういった形で分けられるとは思うんですが、ま

だ授業とリンクしたような有機的な結びつきがあるといった課題がまだまだ学校の教員も

出せていないのかなというふうに考えておりまして、特に小学校、中学校、義務教育につ

いては、次年度から端末の更新がスタートをするんですけれども、こういったところも含

めてさらに端末の有効活用ということを私どもも市町村と連携して働きかけていかなきゃ

いけないといったところでございます。高等学校につきましては、令和６年度４月入学生、

これで１人１台端末が完成するといった運びになっておりまして、高等学校も合わせまし

て、まだ二学年が導入をしたというところで、これについても試行錯誤しながら学校現場

で教員も、そして場合によっては生徒のほうが活用進んでるというところもございますが、

これについても課題感を持ちながら、さらに私ども取り組んでいかなければなというふう

に考えております。 

○委員 

 学力の状況だとかって、伸びだとか、どこでつまずいているかというようなデータをビ

ッグデータをぜひ活用できるようなシステムをつくっていくというようなことを来年度以

降にできればいいなと私は思っているところでした。 

○会長 

 今のお話は、そこからかなり遠いところで、例えばここに書いてあるように、教員研修

をまずやって、先生方の意識を高めたり技術を上げたりすることで、子どもたちの活用率

が上がっていくという前段のお話だから、今、香川委員が言われたのは、現在ある活用の

データで、学習のどこでどんなふうに使ったらどんなふうに有効かみたいなことについて、

もうそろそろデータ分析ができる段階ではないのかという質問だったんです。そこはいか

がですか。 

○事務局 
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 これについては、まだまだ、ちょっと時間的なものも必要かなと思っておりまして、将

来的にはそういったところに行かないといけないと思うんですが、まだ学校現場での、い

かに活用を進めていくかという段階で、実際その学力云々のデータについては、全国的な

調査、それから県単独の調査、こういったところで今、数値を捉えているといった状況が

ございます。 

○会長 

 せっかく厳しいついでに申し上げるんだけど、多分その調子でやっていると、全国から

の遅れを取り戻すことにはならないと思うんですよ。次の５年間かけても、島根県は相変

わらず遅れたままだと思うんです。それを挽回するために、どういう手があるのかという

ことについて、事務局でどうお考えになっているかということを聞きたいです。例えばモ

デル校やモデル地区をつくって、そこだけもう突出していかせてしまうといったようなこ

ととか、幾つか考え方があると思います。全体を上手に全部引き上げようと思ってのろの

ろやっていると、いつまでたっても、恐らく島根は最下位にいってしまう、そこのところ

を突破する、何年間で突破するんだみたいな目標はありますか。 

○事務局 

 そうですね、今、具体的なものを持ち合わせてないんですけれども、実際、市町村によ

っては非常に進んでいるといったところもございますので、現段階では、そういった進ん

でいる市町村の好事例を他の市町村へ紹介するといった手だてがあるのかなと思うんです

が、特にこの市町村を指定してというふうな具体的な策は、今のところ持ち合わせており

ませんので、今回、こういったビジョン、策定と併せて、そういった部分も私どもで研究

をしていきたいなというふうに考えます。 

○会長 

 教育ＤＸ、ＩＣＴ機器の活用が目標ではないんですよね。活用することによって、何が

育つかというところが目標なので、その活用に併せて、いわゆる学力向上とか、ＩＣＴを

基盤にした情報収集・分析の力を高めるとかというところを、ぐっと引き伸ばしていただ

く形にするといいかなというふうに思いますので、これ、次期の多分教育の一つの柱にな

りますので、どうぞ事務局のほうでいろんな案を練っていただきたいし、様々な先進地域

もありますので、御検討いただければありがたいというふうに思っております。 

 委員の皆さんからも何か新しい情報の提供があったら、その辺について、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。 



－14－ 

○委員 

 今のお話に関連して、一つ、高校に関しては、そのＤＸハイスクールみたいなところの

施策をどう生かしていくかというところも、重要かなというふうに思っていて、あれは全

国で１，０００校程度、たしか上限１校１，０００万とか、結構５，０００校ぐらいかか

りますので、５校に１校ぐらいが、このＤＸの指定校になってくるという形になりますし、

あれは、いわゆる理工系の人材の育成みたいなところを大学領域に関しては、数理・デー

タサイエンス・ＡＩプログラムですとか、いろんな取組をやっているけれども、いよいよ

高校領域もしっかりやっていきましょうというところの背景なのかなというふうに思いな

がら、ただあれは、よくよく仕様を読んでいると、いわゆる情報というところだけではな

くて、多分あれは探究掛ける情報で、探究的な見方・考え方とあとは情報活用能力という

ものを、うまくクロスさせながら、子どもたちを育てていきましょうという、その体制を

つくっていきましょうというところなのかなというふうに何か僕は理解をしていて、そう

考えると、やっぱりその探究というところに関しては、本当に島根はかなり全国をリード

している取組があると思いますので、そこにさらに情報が組み合わされば、他県にはない

ような、さらに進んだ取組になるんじゃないかなと思いましたので、高校領域に関しては

ＤＸハイスクールというところも一つキーワードなのかなというふうに思いましたという

のが、今、香川委員のお話の中でちょっと思ったところだったので、まずお話しをさせて

いただきました。 

 私からが、基礎学力の育成のところで、資料の３で書かれている今年度の振り返りみた

いなところと、あとは令和６年度の取組のところを照らし合わせて見ていったときに、今

の探究の話にもつながるんですが、やっぱりその基礎学力の育成と、あとはその探究です

とか、あとはキャリアパスポート、こういった取組がどういった関連性があるのかという

ところをきちんと見ていく１年間に来年なればいいのになというふうに思っていますとい

うところです。多分、直近ではこの来年度のところに関しては、特に小学校の低学年を対

象とした取組ですとか、そういったことの記載があると思うんですけれども、そうしたら

やっぱり、この場で繰り返し言ってますけれども、やっぱり島根の強みって探究とあとは

キャリアパスポートとか、こういった取組だと思うので、こういった取組が実はその基礎

学力の、学力の向上だったり、学ぶ姿勢の向上につながっているんだというところをきち

んとお示しできれば、もっともっと取組は進んでいくんじゃないかなというふうに思いま

すので、ぜひ来年度、１年間何か取り組むのであれば、そういった観点もテーマの一つと
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してあっていいんじゃないかなというふうに思っています。そう思う理由が、もちろん島

根がすごい進んでいるというところもありますし、あと最近やはり高校で全国の先生のお

話を伺っていても、例えば共通テストの結果がよかった生徒の特徴は何ですかとお伺いす

ると、探究活動に一生懸命取り組んでいる生徒、これが共通テストの結果がよかったよう

に感じますというふうに回答する先生が年々増えてきているというところが一つ観点かな

というふうに思っているのと、もう一つは、去年、島根大学の高大接続フォーラムで島根

大学の先生のお話を聞いていて、いわゆるへるん入試、総合型選抜で入ってきた子たちと

いうのは、大学進学が目的ではなくって手段であることが圧倒的に多いと。つまり、大学

に行くことがゴール、島根大学に入ることがゴールではなくて、島根大学で自分はこうい

った課題を解決したいから島根大学で学ぶんだというふうに、大学進学が目的ではなくて

手段である子は多いんですみたいなお話なんかも非常に印象に残っているので、やはりこ

の探究というところと学力ですとか学びに向かう力というのは、非常に親和性、関係があ

るんじゃないかなと思いますので、ぜひそこをもっともっと明らかにしていったらいいん

じゃないのかなというふうに思います。 

○会長 

 一頃、始まった頃は探究とかあまり情熱をかけてやっていると、共通テストの点が下が

るよ的なことを言われた時代もあったんですけど、むしろそうではなく、そういうところ

の本質が少しずつ生かされてくるようなデータも出てきているので、その辺をつかんでや

られるといいんじゃないですかという御提案であったと思います。ありがとうございまし

た。 

○委員 

 学ぶ意欲とか、確かな学力を高めるという、それにはやっぱり教員の質というか、教員

のその力量が大変影響すると思うんですけど、教員不足ということは、ともすればハード

ルがちょっと低くなって、もしかしたら教員の質がちょっと薄れるというか、低くなると

いうか、これから本当に社会がこういった多様化が進む中で、これからは本当に障害のあ

るなしとか家庭環境とかにかかわらず、全ての子ども誰１人取り残さない、そういった教

育の現場から取り残さないような子どもをこの島根ではやっぱりつくり出していくべきだ

と思うし、私は今この年齢になると、例えば障害というのがそれがハンデなのか、でも障

害を持ったことでそこから見えてくる新たな学力、新たな生きる力ということもすごく必

要だと思います。これを読ませていただいて、内容はすごく分かるんですけど、じゃあそ
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れを支えていく、それを支援する教員側が本当にそれで大丈夫なのかということがすごく

問題だと思いましたし、その子とかその学校の今後の課題となる、そこを発見する力を持

っている教師をこれからは育成していかないといけないということで、それで例えば学校

側にも車椅子を持った子どもさんはいらっしゃるけど、じゃあ心が豊かで穏やかであれば

体に多少障害があってもそういった教員の方、じゃあ何歳まで教員の方、８０歳になって

も、９０いったらちょっと難しいかもしれないですけど、でも車椅子で教壇に、そこに座

っていて、その教員が子どもたちに伝えていく、そういうような何か島根ならではのそう

いった何か学校像も、隠岐なんかは特に人材がいらっしゃらないので、そう感じています。 

 それで、これちょっと余談ですけど、先日、地区のある会に出たんです。そうしたら、

先々週だったかな、そうしたら、１４歳の子どもでしたけど、先輩がいらっしゃって、先

輩に挨拶をと司会の方が言われたら、自分はＪＡにいたんです。だけど、隠岐を変えるた

めに、隠岐の未来を担うために自分は役場に入りました。皆さん拍手したけど、私は何か

むかっとなって、じゃあＪＡでは地域貢献できないのかと思ったんですけど、やっぱりそ

のときに、何か質問ありますかと言って、そうしたらその子どもが給料はどっちがいいん

ですかと言って、給料はもちろん役場だよって、そういうのが何か、子どもの気持ちの中

で植え付けられて、じゃあ隠岐では勤めるなら役場だとか、そういうようなことではなく

て、何か本当にちょっと違った島根ならでは、この離島、山間地を持ったならではの教育

体制というか、老いてもますますそこで活躍できて、例えば児童生徒が先生って車椅子押

してあげてもいいような気もして、何かこれ見ながらすばらしいんですけど、何かいろい

ろ考えながら今日は会に出てきました。 

○会長 

 今、小川委員さんがおっしゃったのは、どっちかって言えば５枚目の２１番の教職員の

人材育成をどうするかという、その辺りからの御発言だったと思います。別に全部枠に閉

じ込める気はないんですけど、そういう観点からの御発言であったと思います。一つには、

やっぱり先生になりたい人がどんどん増えていかないと教員レベルが下がっていきますよ

ということが心配だという点と、それからやっぱり給料だけじゃなくてやりがいとか生き

がいとか、この仕事の達成感とか、そういったものがやっぱり教職にもないと人が集まっ

てこないよという御示唆であったというふうに思います。ありがとうございました。 

 戻りますが、１枚目のところ、学力のところあたりで何か気になるところありませんか。 

 ちょっと僕のほうから質問させてもらいたいんですけど、４番目の読書活動すごく大事
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だと思っているんですけど、今ここのところでは、読書活動の話が図書館の問題として書

かれているんだけど、子どもの読む力とか読書の習慣とかといったものは、多分図書館だ

けの問題ではないので、もう少し幅広く捉えられるんじゃないかというふうに思うんです

が、その点はいかがでしょう。 

○事務局 

 今回、しまね教育魅力化ビジョンの施策の主な成果ということで、特に学校のことをこ

こでは掲げていますけれども、それ以外に子ども読書活動の推進計画というものを策定し

ておりまして、実は来年度から５か年の計画を今年度中に策定作業をしております。まさ

に３月末のところで教育委員会で決定をするというふうなことにしておりまして、学校だ

けではなく、県立図書館あるいは市町村立の図書館、公民館、それから保育所、ありとあ

らゆる場面で子どもの読書活動を推進していくという計画を策定しております。 

○会長 

 読書推進ということと、ＩＣＴ活用ということとの関係はどういうふうでしょう。 

○事務局 

 読書推進とＩＣＴですね、これはバランスをよく取りながら進めていかないといけない

というふうに考えておりまして、ただ、今、読書についても電子媒体等はございますけれ

ども、現状としては、学校現場の現状としましては、電子媒体を推奨するという状況には

今ないんですけれども、その辺り紙の書籍、そしてまたＩＣＴ活用、ベストミックスとい

いますか、その辺り両方のメリットを捉えながら進めていかなければならないなというふ

うな捉え方をしているところです。 

○会長 

 これなかなか僕も紙の本が大好きだし、仕事上、床が抜けるような本を持っていたんで

すけど、全部捨てて全部電子ブックにしてみたんですけど、すごくいい気持ちで今は暮ら

せています。これからの時代を生きていくという人が、どういう読書というものをするの

かということについての、私たちのイメージが一つやっぱり子どもに伝わると思うんです

よね。これ本当に大げさに言えば、何か読書の紙媒体から電子に行くっていうのは、例え

ば生物が食物を変えるぐらい大変な決意と体質改善が要るようなもので、私はすごくスト

レスフルな５年間ぐらいを経てやっと電子媒体の本が食べられる生物に変わりました。 

○委員 

 今の読書の話に絡めて、またちょっと探究と絡めて話をしますけれども、全国いろんな
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学校を回っていってやっぱり探究活動がすごい充実しているとか進んでいるなという学校

の特徴って、やっぱり結構図書館がすごい工夫をされている、何かそういった傾向がある

なと思っていて、確かに島根の場合は割とその地域掛ける探究みたいなところが注目とい

うか取組が先進していると思うんですけれども、確かに普通に考えれば、図書館は割とこ

う探究活動の一丁目一番地的な位置づけがあるのかなというふうに思いますので、そうい

った探究掛ける図書、読書みたいな観点で考えてみてもいいんじゃないのかなというふう

に思います。これ福島のふたば未来という比較的探究がすごい進んでいる学校、高校さん

なんかは、たしか今年度から分掌として探究を推進する分掌と、図書の分掌をもう一緒に

して１つの分掌にして推進していると。なので、図書館の本の配置みたいなものも少し探

究を意識した配置に変えていったりですとか、何かそういったアプローチも島根の場合は

強みを生かす上ではあるのかなと思ったので、ちょっと挟ませていただきました。 

○会長 

 今、谷本委員さんのお話は、まさしく情報の収集、分析、蓄積、発信という、その辺り

があらゆる学習の基盤になっている。そこのところでその大量の情報を今どういうふうに

収集し、処理して、それを自分なりに蓄積して、そしてそれを組み立てるかという、そこ

まで、つまり読書という行為が、つまり閉じた受け身の行為ではなくて、どんどんそれを

発信していく、使っていくという行為にまで結びついていって、それが探究という活動と

結びついているというお話をいただいたんですよね。これまさしく教育が今後考えていく

べき点ですね。今、書くことについてはあまり言わなかったけど、今、読書感想文という

のをやめる学校が続出しているという、その話は基本的にいわゆるＡＩを使った作文とい

うものがどんどん進んできて、そして読書感想文を宿題にするということはどうなんだと

いう話になってきたと。ＡＩに書かせて出していますというそういう低級な話じゃなくて、

ＡＩを自分の文章記述の一端として使う人が芥川賞作家の中にも出てきましたという、そ

ういうお話の中での話です。これをどう考えるかという問題もあって、教育ってどうして

も最低限の設備をやるので、その内側に子どもを置いてしまう傾向があるんだけど、最低

限のものを与えたときに子どもがその外側にどんどん飛び出していくという、それを促進

するような輪っかのつくり方というのがあるのかなというふうに僕自身は思いました。 

 読書の話をすると多分、書く話は前田委員さんが来るなと思いながらですけども、いか

がでしょうか。 

○委員 
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 読書とＩＣＴの関係ですけども、これは経験でしか物が言えないんですけど、我々の世

代は小さい頃からずっと紙の媒体で読書をしてきまして、読書の動機づけというのは、や

はり面白い作品を読むと、小説とかそういったものからやっぱり関心が高まるというのが

経験なんですが、最近、国語、特に現代文の教育の内容が、文学作品は教科書からできる

だけ減らしていって、できるだけテクニカルな統計とかそういったプラグマティックなほ

うに傾いている。大学入試も共通テストの内容を見ても、非常にそういった統計を自分で

データを読んでそれを読みこなすと、しかも非常に問題の文量が多いんですよね。一挙に

もう短時間に読まなきゃいけないと。まさに詰め込みの典型みたいな気がしまして、そう

いった統計的なデータを解析する能力、これは今後ますます必要にはなっていくんですけ

ど、ただ、反面、文学作品とかそういった純文的な要素がどんどん削られていくというこ

とで、やはり読書とＩＣＴというのは、僕らの世代にとってはむしろ矛盾するアンビバレ

ンスな要素になっていくと個人的には思っています。電子媒体に慣れればそれなりに読ん

でいけるんでしょうけども、我々の世代にとっては、紙からいきなり電子媒体に切り替え

るといってもちょっと戸惑うところがあります。それは時代の流れですから、それは適応

していかなければならないと思うんですけども、どうやって子どもたちに読書の意欲を、

きっかけをつかんでもらうか、そこら辺がキーポイントになると思っていまして、読書体

験を通じてこれを面白いと、自分から積極的に読書に向かっていくと、そういうきっかけ

をつくっていかないかんと。そのきっかけづくりをいかに教員レベルでやっていくかとい

うことがキーポイントになると思っています。何か非常に原則論で申し訳ないですけど。 

○会長 

 また本格的な議論はこれからですので、またそのときに新しい知見をよろしくお願いい

たします。 

 今、１ページ目をざっといきました。２ページ目がいわゆる多様なというところで、こ

こ比較的大事な、一人一人の個性、主体性、多様性を生かして伸ばす教育という中に障害

のある子どもの話、それからいじめの話、それから不登校の問題、そういったことがざっ

と出てきます。こういう多様な子が様々な子どもがいるということに対応できるような教

育をという、そういう話でございます。この辺について、皆さんのほうから何か御発言あ

りませんか。 

○委員 

 インクルーシブという捉え方なんですけども、これが文科省は一つの同じ場所で学ぶと
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いうようなことで、やや定義づけがされていると思うんですけれども、現状としては特別

支援学校に通う子どもだったり、結局特別支援学級を利用する子どもたちの人数が増えて

いるという、インクルーシブとは逆の状況が起きていると思うんですけれども、この辺が

これまで私たちが話してきたような教員不足だったりだとか、ＩＣＴの活用だとかあの辺

も全部関係がしてくるということなんですけども、まず前提として、やっぱり同じ場で学

ぶということを私たちは追求していくんだという、そういう姿勢で捉えてもいいんでしょ

うか。 

○会長 

 個に応じたっていう言葉を使って往々にしてイクスクルーシブな状態をつくっていくと

いうことをずっとやってきた日本のインクルーシブ教育ですよね。それはその一つ前のメ

インストリーミングの時代にもやっぱり同じだったし、そこのところはあまり変わってこ

ないな、その辺は国連から指摘されているとおりなんですけれども、その辺りをどう考え

ますかという原則的なお話で。 

○事務局 

 香川委員御指摘のとおり、今、島根県の中でも特別支援教育の対象者というのは右肩上

がりです。特別支援学級に入るお子さんもですし、通級による指導を受ける子どもも、こ

れはちょっと教員の数の限界があるので横ばいですが、増えているという状況です。これ

は全国的にそうなんですが、本県としましてもこのインクルーシブ教育システムの構築と

いうことを目指していますので、共に学ぶことを追求しつつ、だけど個に応じた指導を充

実させていこうということで進めております。その中で、今、実績等にも書かせてもらい

ましたが、この非常勤講師、通常の学級にもつけております。これは通常の学級で特別な

支援の必要な子が共に学べるように非常勤講師をつけるということですし、あと高校にお

ける通級による指導、こちらについても通級による指導の場面では個別に対応しています

が、大体が放課後での通級というのが多いですので、授業時間内は基本的には障害のない

子どもたちと一緒に学習しているというところです。本県で全て同じ場で学ぼうという方

向に今行っているかというとそうではないんですが、極力それができるような形でという

ことでこういう施策を打っているというところです。本当に特別支援学級の子が増えてい

るという現状がありますので、本当に、通常の学級でいかに全体的な支援、一次支援とい

う言い方をしていますが、そういうことができるかということも今後は考えていこうとい

うふうには思っているところです。 
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○会長 

 難しいところだと思うんですよね。ただ、今でも就学支援の様々な場面で出てくる言葉

はついていけるとかついていけないという言葉ですよね。あの単語が出てきている間は、

通常の学級での学びとは何かということを基本的に問い直さないとそこの問題には至らな

いと思うんですよね。通常の学級における学びが、全体が同じレベルで学習指導要領のこ

こまでいくということを目標にして指導するということが学びであるという体制が変わら

ない以上は、そこについていける子どもとついていけない子どもと、合理的配慮の下でつ

いていける子どもとそうでもついていけない子どもというふうに、ある意味では区別して

いく仕組みがいつまでも発動し続けるということに恐らくなるんですね。 

○委員 

 不登校について、私はちょっと心配になっているんですけれども、今では小学校１年生

からやっぱり不登校の生徒が私の周りにもいらっしゃいまして、いろんな居場所づくりも

たくさん大田市でもできてはいるんですけれども、やっぱり不登校の生徒は学校が嫌だか

らという理由で行かないわけじゃなくて、何らかの理由があって家から出られないという、

そこが一番知りたいところでもあるし、どうしていいかという支援が必要かもしれないで

すけれども、やっぱりそこをどんどんどんどん不登校の生徒が増えていくということは、

先生方の負担はどんどんどんどん増えているということがあって、やっぱり放課後、週に

１回でも最低では訪問してその生徒と向き合っているということ伺っていますし、それも

やっぱり時間外のときも多くて、働き方改革にもつながるんですけれども、そういった生

徒さんたちをこれからどう私も見守っていけたらいいかなとか思って考えてはいるんです

けど、そのＩＣＴですよね、タブレット１人１台端末ということをあるんですけど、その

不登校の生徒が自宅で遠隔でというか、その学習ができないかなということは思ったんで

すけれども、それはでも、それをしたらもし今通っている生徒さんたちが、じゃあ自分た

ちも行かなくていいじゃないかということになり得ることもあるので難しいとは思うんで

すけど、そういったことをできないかなとは思いますけど。 

○会長 

 結構昔に比べれば不登校も少し市民権を得だした、市民権というと言い方悪いけど、得

られるようになったんじゃないかなと、その仕事をしてきた人間としては思うんですけれ

ども、例えば先ほどの国の資料７なんかでも、第４期は大きく２番目に誰１人取り残され

ず全ての人の可能性を引き出すと共生社会のと書いていながら、その右側の教育施策に何
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かあるのって見ると、教育施策の中にはその２番に該当するようなものがあんまりはっき

り見えてこないという状況があります。先ほど小川委員さんからも御指摘があったとおり

です。不登校の子どもについて、県の今日の資料３には個々のニーズに応じた多様な支援

が必要とされているというふうにまとめていただいて、そのとおりだと思うんですけど、

問題はその支援をするような、いわゆる人というものがどのぐらいいらっしゃるかという、

人件費の問題ということになっていく面があると思います。スクールカウンセラー、ソー

シャルワーカー、いろんな方が導入されていますけど、この辺りについて、教員の負担を

少し軽減するようなそういう仕組みが要るんじゃないか、その一つとしてＩＣＴの活用は

どうかというようなお話があったと思います。 

○事務局 

 不登校の支援についてございますけれども、教員の負担という意味でスクールソーシャ

ルワーカーでありますだとか、スクールカウンセラーという専門家がおります。そういっ

た方々の助けを借りながら、今、対応をしているというところがございますが、先ほど委

員から御指摘ありましたように、個別に状況が違うというところが一番大変な部分でござ

いまして、本当に嫌だから学校に行かないというのが理由ではないし、行きたいけれども

行けない、実際には行ってもなかなか教室には入りづらいというお子さんもいらっしゃい

ます。そういった意味で本当に個に応じた状況があるわけで、そういった個別の状況に応

じながらの対応が求められている現状があります。そうした中で、スクールソーシャルワ

ーカーやスクールカウンセラーはもちろんですけれども、ＩＣＴの活用という意味ではこ

れもまたその当該児童生徒のお子さんたちのその状況によって、今学校に対する刺激を与

えないほうがいい場合もございますし、休養が必要だからしっかり休ませるという部分も

必要、そういった意味では医療との連携というところも必要になろうかと思います。あわ

せて、ＩＣＴの活用ですけれども、現在、小学校、中学校のほうでも不登校のお子さん、

自宅にいるお子さんに対して、学習支援のみではなく学校行事を配信したりですだとか、

例えば運動会だとか学習発表会みたいなこと、あるいは授業の配信をして、参加できる子

は画面越しに授業を見るという取組もして、少しハードルが下がって登校できるようにな

ったというような事例もございます。ですので、積極的に今どんな形でＩＣＴを活用でき

るかというのが学校が模索しながらやっておりますので、我々としてはそういった取組の

好事例を収集しながら横展開をしているというところです。ただ、学校でしか得られない

力というのも当然ありますので、そういったことも含めて多様な学びに対応できるように
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と我々としては今後推進してまいりたいと思っております。 

○委員 

 私は非常勤でスクールカウンセラーとして勤務しております。そんな中で不登校のお子

さんのことを日々考えております。ＩＣＴの活用、進めばいいなと思いながら今のお話を

伺いました。そこに加えてもう少しと思うんですが、ＩＣＴの活用これから進めばいいと

思います。でも、とかくどうにかするとＩＣＴでドリルやって先生に丸つけみたいなとこ

ろで話が終わってしまいるんじゃないかな、議論がまだその辺なのかなと危惧しています

が、今のお話のようにイベント、運動会などの配信も大事ですし、もっと言えば不登校だ

から学校に行けないから学校刺激を１００％やめるというのは、私は間違いだと思ってい

ます。つらくない範囲で、やっぱり学校とはつながれればいいですし、そこの一歩を踏み

出すにはどうしたって子どもたちには負荷はかかってくると思います。肝腎なのは、その

負荷、あるいは子どもたちからしたら親さんや先生に言われてしんどかったなみたいなネ

ガティブ感情、出てきたときにそのネガティブな感情をどれだけに率直に話し合えるかが

肝腎です。そんなときＩＣＴ、Ｚｏｏｍなどを使って先生やカウンセラーと話しして、大

変だったけど頑張ろうねの話ができたらすごくいいことだと思いますし、そういったとこ

ろでＩＣＴを活用していただければいいなと思っております。 

○会長 

 結構いわゆる院内学級とか、そういったところではかなり活用されてきているなと思い

ますけど、不登校についてはそれなりの難しさもあるというふうなお話でございました。 

 それでは、３ページ目の今度は地域とか社会・世界に開かれた教育というところで４項

目上がっています。こういうところに関して何か御覧になって御意見がありましたらお願

いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○委員 

 １４番の国際理解教育の推進のところで、特に英語教育のところですね。ここがその３

校種が連携した取組を一つ取組に中心に据えているというふうに思うんですけれども、や

っぱり本当にこの小学校から中学校、中学校から高校のこの接続のところがやっぱり特に

英語ってのはすごい大事だと思っていて、やっぱり我々が思っている以上に中学校の先生

は小学校のことを知らないし、小学校の先生は中学校のことを知らないです。高校の先生

も中学校のことを知らないし、中学校の先生も高校のことを知らないみたいな、何か要は

どういった教科書を使ってどういった指導をしているのかみたいなところが、結構案外何



－24－ 

か我々であればいや同じ地域だったらそれ知ってるでしょというふうに思うことも、案外

やっぱり校種が変わるとそこの接続の部分で勘違いが生まれているというケースがあるの

で、割とよく聞くのが高校の先生からすれば、いや中学校でここの指導はやっていると思

っていましたみたいな、中学校からしたら、いやそれは高校でやると思っていましたみた

いな、何かそういった勘違いが指導のずれみたいなものを生むというケースはよく聞きま

すので、そういった地域ごとで小学校、中学校、高校でその校種を超えた指導であったり

ですとか、情報の交換会みたいなところはすぐできる取組でもありますし、非常に効果は

高いんじゃないかなというふうに思います。特にやっぱり最近よく聞くのは、小学校から

中学校の接続のところで特に小学校に関しては、活動的な授業を結構中心に据えています

ので、話したりですとかコミュニケーションを取るというところはしっかりできるんです

けれども、でも中学校に入るとやっぱり最初の定期考査ではやっぱり書けないと点数が取

れないというところがあって、例えば小文字のｂとｄみたいなところがきちんと書けない

ですとか、なのでテストはもちろんですけれども、最初の授業で板書についていけなくて

脱落してしまうみたいな、やっぱりそういったところが小学校、中学校あったりしますの

で、そういった都会の実情みたいなものを情報交換していくというところはすごく大事な

のかなと思いますし、実はそこをすごく丁寧にフォローしているのはやっぱり塾なんです

よね。やっぱり塾というのは、どこの小学校からどこの中学校に行った子というのはこう

いった傾向があるからこういったつまずきをフォローしていこうみたいなところがすごく

丁寧に、もちろんそれが授業にもつながりますので、丁寧にやっているという部分がある

ので、そういった意味ではそこのつなぎの部分をうまく塾とも連携しながらやっていくと

いうところも何かアプローチとしてはありじゃないかなというふうに思いましたので、ち

ょっと意見というか感想ですけれども、以上です。 

○会長 

 校種連携は本当は子どもの人数がこれだけ減っていて、義務教育学校化とか様々な縦を

つなぐことが行わざるを得ないというか、地域の中で行われているので、島根県の一つの

強みでもあるはずなんですね。そこをもう少し生かしたような教育展開をしてはというこ

とで、校種間連携を少し図るようにという御提案をいただいたと思います。ありがとうご

ざいました。 

○委員 

 ふるさと教育についてですけども、ふるさとの教育の実施により、地域や社会をよりよ
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くするために、何をすべきか考えることがある生徒の割合が増えたというところなんです

けども、これも実際にやっぱり地域、例えばふるさと学習、地域の公民館とかに行って話

を聞いたり、あと地域の企業に行って問題点とかを生徒と地域の人たちが話をしてそれが

生徒の出した意見が反映されているというのは、実際にあったりしているんでしょうかと

いうのが一つ気になったということと、それで学校によって県立高校では探究学習の取組

を教科、科目に学びにつなげてるというのもあるんですけども、教科、科目での学び、そ

の探究というのは自分たちで学ぶこともなんだろうけど、それこそ地域の企業の人たちと

一緒に学びとかされてるのかというをちょっとお伺いしたいなと思います。 

○事務局 

 まず、ふるさと教育につきましては、地域の教育資源、人ですとか物、事を活用して学

校教育の中でそういったものを資源を使って教育を実施するというものでございます。実

際に公民館のとか、そういう地域に出かけていってお話を聞くとか、一緒に活動するとか、

そういったこともございますし、地域の資源を使って勉強していくということもございま

す。相互に話をしていく中で、生徒の意見を取り入れるといいますか、地域の皆様もそれ

で地域について新しい発見をしていただいたりですとか、地域に対する思いを改めて深め

ていただくとか、そういう相互の子どもたちにとっても身近な資源を使うことで、学びを

深めていくということもできますし、地域の皆さんもそういうふうに自分たちの住んでい

る地域を改めて振り返るというふうなことができるというふうに思っております。それで、

実は次のページ、４ページですね、４ページの（16）地域を担う人づくりという施策がご

ざいまして、その中にふるさと活動という事業、実績のところで挙げております。これは

子どもたちが自主的に、自分たちの地域についてこういったことをやりたいということを、

例えば地域の大学生とか大人たちが支援をする、そういったことを行う市町村に対する支

援を行っておりまして、直接ふるさと教育というところとの関連というところは具体的に

ちょっと私も申し上げることができないんですけれども、こういったふるさと活動の支援

ということで、子どもたちが地域に関わって自分たちの意見を出して活動しているという

ふうな例がございます。 

○事務局 

 特に探究学習について、県立高校について状況をお伝えするんですけれども、やはり小

学校、中学校でふるさと教育、地域に本当根差した学習をしてまいります。それをベース

に、高等学校ではそれぞれ高校によっても違いますけれども、どっぷりふるさと、地域に
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つかるのではなくて、地域素材を一つネタとして活用しながら、様々な課題、問題がござ

います、その解決のための一つの材料として、生徒たちは様々な課題を設定して今、総合

的な探究の時間を中心に取り組んでいると。ひいてはそれが各教科、科目の学習、そうい

ったところにも発展していかなければならない、ここにも書いてございますけれども、現

在まだ途上であるというところで、その辺り強化にもつながるその探究的な学びを今進め

ているというところでありまして、特にしまね探究フェスタというような形で各高校の代

表生徒が今年の２月、島根大学のほうに集まりまして、お互いの取り組んできたものを発

表し合うと、そういったイベントも毎年開催をしているといった現状がございます。 

○会長 

 これ、意外と大事なところで、例えば国の資料なんかで、さっき資料７を見ていただき

ましたけど、第４期の進行計画、基本計画あるんだけど、これ教育施策の今の話は１番か

ら１６番のどれに入りますかって言われたら、皆さんだったら何番につけるんですか。ふ

るさと教育、島根県一つ売りにしてきたものですよね。それはじゃあどれですかと言われ

るとどこなんだろうというと、多分多くは９番とか１０番とか１４番とかにつけるんじゃ

ないかなというふうに思うんですけど、私は５番だと思っているんですね。イノベーショ

ンを担う人材育成と書いてありますが、ここにアントレプレナーシップという言葉が出て

きます。つまり、自分たちが今学ぶのはなぜ学ぶのか、なぜ学ばないといけないのか、こ

れを学んだらどうなるのかということについて、地に足をつけて学ぶということの一つの

生き方としてふるさとというポイントがあって、今ちょっと小林課長さんおっしゃったん

ですけど、素材という言い方はちょっと冷たいんだけど、やっぱり社会実装という言葉が

ありますが、学んだことを社会実装していくという観点から学ぶ。それは、地域の課題だ

けではなくて、例えば食料の問題とか貧困の問題とか農業の担い手がいないとか、そうい

う問題って世界の問題とつながっているんだよということを考えてもらう。自分たちが学

んでいく目標とか目的とかというのをきちんと大きく捉えていくということのために必要

なので、そこからイノベーティブな発想が生まれてくるという、そこが着地点だと思うん

ですよね。そういうとこへ目指して学習していくと、おのずから基礎学力も上がっていく

といった仕組みだと思いますので、単にその地域の方にかわいがられて地域を経験して、

地域ってこんなもんがあるんだって発見したみたいなことだけで終わらないということが

すごく大事だと思うし、島根県そこはやってきたはずなので、ぜひそういうところを生か

していただければなというふうに、今聞いていて感じました。 
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 今、次のページにも行っていただきましたので、３番目ですね、世代を越えて共に学

び・育つという。社会教育の話が中心ではありました。その辺りも含めて、これまでのと

ころでも。さっきちょっと国際教育の話出てきたんですけど、そのページではないんです

けど、今、高校の中で英語だけで授業するという高校とかクラスとか今ないんですか、島

根県。全然ないですか。 

○事務局 

 英語だけでというのは基本、現在の学習指導要領によりますと、高等学校、外国語とい

うのは英語を使ってというようなベースになっておりますけれども、ただ英語教育実施状

況調査を見ますと半分程度であるとか、あるいは７割程度教師が英語を使っているという

ふうなところで、それぞれの学校ですとかやっぱり生徒の状況に合わせて、英語使用の割

合というのは異なっているというのが現状かなというふうに捉えております。 

○会長 

 今、高校の２学期で外国に留学すると１年留年しますか。 

○事務局 

 単位についてはしっかりと慎重に審議をしないといけませんけれども、状況によっては

向こうで学んだことがこちらで読替え可能な場合もございますので、その辺りを生徒はよ

く考えながら留学等を今、以前よりは若干コロナの影響もありまして留学を志すという生

徒は減っているという現状はございます。 

○会長 

 その辺が単位互換が可能な相手校を島根県が用意して、そこに向かってどんどん留学生

を増やしていくというような方策は考えられませんか。 

○事務局 

 その辺りも留学についての促進というのは、様々な周知をしながら取り組んでいるんで

すけれども、まだこの国のこの高校と連携を結んでという段階、そしてまた単位互換とい

うところには至っておりませんけれども、今後また研究をしていかなければならないと考

えています。 

○会長 

 島根大学もそうなんだけど、ほかと同じことをしていては絶対に置いていかれるので、

ほかでやってない試みとか、ほかでやってない試みを先進的に取り入れないと、この件突

破していけないんじゃないかという思いで、僕自身は大学の教育経営をやってきたので、
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そういう意味で島根県もほかでやってない試みを最初に始められるということができると

いいなというふうに思っています。国際理解教育については、日本語より英語の上手な香

川委員にお願いしたいと思います。 

○委員 

 私がもったいないなと思っているのは、在外教員の活用というところです。日本を出て

国外の学校なんかを見て、そこで教育を受けてきた人というのは、日本の学校の課題とい

うのがすごくよく見えておられて、なんだけれども取りあえず日本に帰ってきたら前にや

っていたようなことをやっていくしかないというような、何かそういうことになっている

ので、多分アイデアを持っておられる教員は、在外経験者の方も含めておられるんだけど、

なかなかそれについてここ問題だよねと話せるような時間だとか余裕が教員の中になかっ

たりだとか、先ほどの不登校の話だとかいろんなニーズを持った子どもたちも、その子ど

もをどうにかしないといけないとかというふうに課題が見えていても、そのここについて

話し合うような時間なり余裕がないというような、いろんな課題を見えている人はいるん

だけど、それに対して具体的な策を取るというようなことができていないところが課題だ

と思っていまして、そこに関して何か手が打てるといいなと考えているところです。 

○会長 

 そういったところも今後具体化ができると何かいいですよね。日本で高校生が３か月間

留学する高校生の数が一番多い県みたいなところ。あるいは中学から高校に進学するとき

に外国の高校を選ぶ中学生が多い県といったようなこと。そもそも英語教育の目指すとこ

ろがどこなのかというあたり、みんなやらなくていいんだけど、一部やっぱり何％かの子

どもたちがそういう先進的な学びができるような装置をつくっていますみたいな話はとて

も魅力があるんじゃないかなという気がするんですけど、それが例えば島根留学なんかと

結びついていくといいんじゃないかなと思ったりもいたします。 

 今、思いつき程度のアイデアで今まで県がやってこられたことについて、皆さんが気に

なるところをそれぞれ取り上げてお話をいただいたところでございます。 

 ちょっと今日、系統性のない議論をしましたので、ばらばらと御感想をいただいたとい

うことになるんですけども、何か残りでおっしゃりたいことがある方、お願いいたします

が、いかがでしょうか。 

○委員 

 資料５の２番目の基礎学力の育成というところで、背景、現状等というところがあって、
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これまでは全国の学力テスト、あるいは県の学力テストを通じて島根県の小・中学生の学

力の傾向というのは大体分かってきています。ここにもあるように、算数、数学、そうい

った系統性というか体系的な教科に弱いと。算数、数学というのはやっぱり積み上がり方

の教科でして、１つずつの分野をやっぱりきちんとこなしていかないと先に進めないと、

そういう教科です。そういった数学に弱いということと、それからもう一つは、要するに

文章を書く問題に対して白紙回答が非常に多いと。だから自分で文章を書くというのが非

常に苦手。これがもう一つの特徴でして、何か寄っかかるものがないと自分の足で立てな

いと、そういうところがやっぱりあるんですよね。こういった系統的な教科に弱い、それ

から白紙回答が多い、やっぱり自分の力、自分で考えて文章で表現すると、そういった力

が弱いと、この二つの傾向があるんですが、これはずっと以前から言われていて、その都

度いろんな授業改善の試みをやってきているんですが、なかなか結果を出せないという状

況にあります。今度、新しい取組としてこれまでの教科、学力テストは何に弱いかという

ことがよく分かるんですね。数学に弱いとか、書く文章が苦手とか。そういった何ができ

ないかということは分かるんですけども、それがなぜできないかというところはこれまで

欠けていたと。そういった反省からこの前知事がこの問題を提起しまして、基礎学力もっ

ともっとつけろということでして、新年度からそういったつまずきの原因は何かというこ

とに取り組むということになりまして、非常に個人的にも注目しています。 

 これまでは、教科学力を見てきたんですけども、これはアウトプットしか分からないん

ですね、インプットなんかが分からない。どういうインプットが欠けていたかということ

になると、やはりこういったつまずきの要因をチェックすると。それで、これは各教科を

横断した学力の基、源泉、だからここに書いてあるように言葉だとか語彙、あと数とか形、

量、こういった学力の要素を分解して、分解して要するに学力の要因からチェックしてい

こうということで、非常にこれはこの試み期待をしています。あと、このそういったつま

ずきの原因を発見して、そこから対策をやっていくという試みなんですけども、ここの説

明では低学年を対象にやるというふうに書いてあるんですけども、むしろつまずきが分か

るのはもっと、例えば小学校の高学年とか中学生、そういった段階にならないとつまずき

が表面化しないというところがあったり、やはり１人の子どもに対して経年的にフォロー

していくということが大事で、小学校３年のときはここが弱かったけど、その要因を分析

した結果５年、６年になるとその欠点が改善されたと。そういった一人一人の子どもに対

してフォローをしていくことが必要なので、低学年に限らず、小中を通じて毎年一人一人
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の子どものいわゆる学校の学力のトレースをこれをやっていく必要があると思っています。

その点に配慮しながらこういった取組も進めてほしいというふうに思っています。 

○会長 

 今、前田委員さんからあったのは、基礎学力というところに着目していくなら教科学力

じゃなくて、その土台をなしている根本的な力のところをしっかり分析して、それを経年

的に見ていく必要があるというふうにおっしゃる。 

 そこのところは谷本委員のとこが専門だと思うんだけど、何かいい方法はありますか。 

○委員 

 それこそ今日の議論の前半にあったデータの活用のところだと思っていて、やっぱりＩ

ＣＴの活用の中で結局ここができない子どもというのはなぜそれができないのかというの

を少し単元を遡って見ていったり、つまり今この単元ができないのはこの２つ前の単元の

ここのところでつまずいているからできないんだみたいなことが、やっぱりＩＣＴで多く

のデータが集まれば集まるほど、よりそこの解像度は上がっていきますので、そう考える

と今、前田委員がおっしゃったことをしっかり推進していくためには、ＩＣＴの活用とあ

とはそれをしっかりデータを分析、解析していくというところがセットになってくるのか

なというふうに思います。 

○会長 

 もしそこやろうと思ったら多分県教委の中にＩＣＴのデータ分析の部門がぜひ要るし、

そう簡単なことではないです、データ分析って。データの解析かなり専門的で深いところ

までやろうと思ったら、統計学、推計学、様々な知識を持った人たちのチームがないとで

きないので、多分ベネッセさんなんかはそういうところをしっかり持っておられるという

ことがあるんだと思います。そういったところももし充実できるなら必要なことなんじゃ

ないかなと思って伺っておりました。 

 なかなか大学なんかも入試で入られた方が４年後にどうなっていくかみたいなデータは

僕のところにあるんですけど、分析してくれる人誰もいないんで、自分で細々やっている

みたいな話になってしまうんですね。なかなかそういうところの人材がいないなというこ

とは思ったりもいたします。 

○委員 

 私は元日の丸保育所ってことであるんですけど、これ何だろうとお思いの方が多分たく

さんいらっしゃると思うんですけど、本当に子どもが３０人程度の小さな保育所だったん
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ですけど、子どもが入ってきてから卒園するまで一人一人の発達記録、指導案をつくって

おりました、この子は今日どういうふうな遊びをしてどういうふうな関わりを持ってどう

いうふうに遊びが進んできたか、じゃああしたはどうこの子にどう向き合えばいいのか、

それをみんな職員で見て、保護者の方にももちろんそれを見せていました。写真もその子

の姿とか表情とかを撮って、その保護者の方に渡しておりました。そのときに私は小さな

村でしたので、学校が複式だったんですけど、１年から３年まで同じ先生が１人で見るわ

けで、１年生の子どもが２年生のところにそれ違うがこれだって答えを言うんだよって先

生が笑っておっしゃっていましたけど、今同じ年齢でそれから同じ内容を学校で教えてい

るんですけども、本当に一人一人多分発達の速度が違うし、方向も違うので、もしか一人

一人のそういう時代になったわけですから、それを端末機でも活用させてもらってその子

のずっと成長記録、その子の問題、課題がずっと学校も保護者にも分かるような感じでず

っと見続けていけたら本当にすばらしいものになるんじゃないかなと思っております。 

○会長 

 子どもの記録を縦につないでいくというところでは結構保育所が先進的な面があるので、

そういうことの御経験をお話しいただいたと思います。ありがとうございました。 

 次回から本格的な議論をしていくわけですけれども、ちょっと今日取り上げられなかっ

た資料４ですけど、せっかくなので僕こういう統計資料好きなのでかなりしつこくほかの

資料と一緒にばらばら一緒に見ていました。島根県学校の数も減ってきており、幼小中高

とも子どもの数が減ってきている、その代わり１人の先生が担当する子どもの数について

は、ほかの県よりもある意味恵まれた状況にある。特別支援の子どもは少しずつ増えてき

ている、にもかかわらずという言い方がいいのかな、学力の状況についてはあまり思わし

くないところがあるし、学習意欲や習慣についてもやっぱり課題がある。進学の状況につ

いても同じように言える。いじめ・不登校の状況もあまりいいとは言えない。その代わり

というと怒られるけど、意外と運動能力は維持しているし、よく食べてよく寝て、地域の

活動に参加しているいい子たちだよなというところも見えてくるという、ざっくり言うと

すごくそういうデータなんだなと思いながら見ていました。せっかくプランをつくられる

んで、最後に申し上げたいんですけど、公立の学校のそれぞれのカラーというか特色をも

う少し打ち出すためには何が必要なんだろうということをいつも思います。どこに変わっ

ても同じという、要するにコンビニのチェーン店みたいなことではなくて、個性的で意欲

的な教育改革をやっているような取組が表れて、それが一定の成果を上げるまで安定的に、



－32－ 

あるいは改善をしながら継続されていく。そういった仕組みを促進していくには何が要る

のかなということを少し事務局のほうでも考えていただければなと思います。各学校が地

域、あるいは地域が特色を持った教育に取り組んでいく、もちろん学習指導要領とか幾つ

か踏まえないといけないものあるにせよ、先ほど申し上げた英語で指導をする、午後は英

語で指導するというクラスが２クラスありますみたいな、そういうちょっと面白い先進的

な取組をするようなカラーを持った学校が表れる、地域が表れる、そのためには多分、教

育行政の仕組みが少し変わらないと変わらないのかなと思うところもあるので、そういっ

たところも含めて何か斬新な提案をいただければ楽しいなというふうに思ったところがご

ざいました。 

 この辺で今日の議論を閉じて事務局にお返しし、次回からの議論のスケジュールを御紹

介いただいて、本日を終えたいと思います。 

○事務局 

 それでは資料９を御覧ください。次期計画の審議スケジュール（案）としてお示しして

おります。来年度中に計画を策定する必要がございますので、答申をいただいたあとの関

係機関との調整などを踏まえますと、前回と同様に１１月頃に答申をいただければと考え

ておるところでございます。新年度に入りまして５回程度の審議会を想定しております。

次回は５月中旬頃に目指すべき教育の姿とか基本的な構成とか、こういったものを御検討

いただきまして、７月には基本的な構成の決定、答申の素案、８月の第３回目では、答申

（案）の検討、９月にはその答申（案）を決定いただいて、パブリックコメントなどの手

続に入るようなことを想定をしておるところです。また、パブリックコメントでいただい

た意見を５回目で審議をいただいて、最終的に答申いただければ、こういったことを想定

をしております。なお、８月の第３回の審議会では、例年御審議いただいております教育

委員会の点検・評価報告書、これも併せて予定をしております。ざっとこういうイメージ

でございます。 

○会長 

 いただいた宿題の割にはテンポ感のいいスケジュールを御提案いただいたというふうに

思っております。きっと事務局のほうではいろいろかっちりとした次期の案がおありなん

だろうというふうに予測しますけれども、ぜひ皆さんのほうから様々な意見を出していた

だいて、このスケジュール案が紛糾するような委員会になるといいなというふうにちょっ

と楽しみにしながらと思います。 
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 皆さんのほうから何か御意見ありますか。よろしいですか、今のスケジュール案につい

て、よろしいですか。ありがとうございました。 

 そうしたら、御提案のようなスケジュールで基本的には進めていきたいというふうに考

えているところです。 

 本日の議論これで終わりまして、事務局のほうにお返しをしたいと思います。御協力に

感謝申し上げます。 

 


